
 

 

 

 

 

 
 

目標をもって努力すること 

                                                          校 長      

１か月前の暑さがうそのように、本格的な秋の訪れを感じる季節となりました。学習やスポ－

ツには、まさに最適の季節です。令和５年度前期も今週で終了となります。４月から半年が経過

し、マラソンで例えると折り返し点を迎えましたが、お子様の半年間はいかがでしたでしょう

か。学校での子どもたちの生活は、落ち着いた雰囲気の中、学習や運動に真剣に取り組んでいま

す。運動場では、陸上大会に向けての練習に励む６年生の姿が見られます。２６日の大会には代

表選手が出場しますが、自己記録を更新して活躍することを願っています。 

スポ－ツといえば、ワールドカップのバスケットボールやラグビー、バレーボール、世界陸上

やアジア大会での各種競技など、大きな大会での日本の活躍が続いています。目標をもってそれ

に向かって努力する姿に、学ぶところはたくさんあります。目標を達成するために努力し、結果

を残すことは簡単ではありませんが、その過程は自信につながることです。 

子どもたちは年度初めに、それぞれ今年の目標をたてています。学習を頑張る子、運動を頑張

る子、挨拶やお手伝い、係や委員会などを頑張る子など、目標はそれぞれです。子どもたちもそ

れぞれ頑張っています。学校として、子どもたちの頑張りの様子を夏休み前の個人面談や木曜日

にお渡しする通知表を通じて保護者の皆様にお知らせしています。お子様の成長をしっかりご確

認ください。そして、成果が見られる点やほめるべき点は大いに褒めていただき、後期の学習に

向け、頑張るべき点などについて、お子様とお話ししていただければと思います。私も長い教師

生活の中で、自己肯定感を高めることが、人を成長させる力の源となることを強く感じていま

す。 

後期は、１１日（水）から始まります。年度の終わりに向けて、自己の成長に向けた大事な時

期です。学校では、「目標をもって努力する」ことで実りの多い秋にし、学校生活に取り組めるよ

う子どもたちを支援していきたいと思います。引き続きご支援ご協力をお願いいたします。 
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１０月の生活目標 「進んで元気よく あいさつをしよう」 
 

１０月は前期から後期へと移りゆく月です。４月と同様の生活目標になりますが、改めて挨拶

の大切さとともに、相手の目を見て自分から挨拶することを各学級で取り組んでいきます。 
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〇スクールカウンセラーについて 

スクールカウンセラーは、児童へのカウンセリング（児童の抱える悩みや不安へのケア）やカ

ウンセリング等に関する保護者の方への助言等を会議室で個別に行います。予約は先着順です。 

【１０月の来校日】 

・ ２日（月）１３：００～１７：００  ・１１日（水）１３：００～１７：００ 

・１６日（月）１３：００～１７：００  ・２３日（月）１３：００～１７：００ 

・３０日（月）１３：００～１７：００ 

 

○給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ 

 第４期の給食費等の振替は、１０月２５日(水)です。引き落としができなかった際は、１１月

１５日(水)に再振替を行います。登録口座の残高を確認し、振替日前日までに必要な金額(６月中

旬に配付済みの納入額決定通知書に記載)をご用意ください。なお、次回第５期の振替は、１１月

２７日(月)となります。 

 再振替でも引き落としができない場合、給食費は納付書、学校徴収金は振込依頼書による金融

機関等でのお支払いとなりますのでご注意ください。（その際、学校徴収金は振込手数料が必要と

なります。）       ※学校給食費に関するお問い合わせ 市保健体育課 電話 245-5909 

※学校徴収金に関するお問い合わせ 本校事務室  電話 293-2700 

 

○秋季の学校閉庁日について 

千葉市では児童生徒の心身の健康増進及び家族と過ごす時間の確保のため、そして教職員の心

身のリフレッシュと休暇取得促進を図るため、秋季休業中に「学校閉庁日」を１日定めます。本

校における学校閉庁日は、１０月６日（金）となります。ご理解ご協力のほど、宜しくお願いし

ます。 

なお、学校閉庁日における緊急の連絡先は、以下のとおりです。 

緊急の連絡先（電話による相談・連絡窓口） 

 

＜教育・子どもに関して＞ 

・千葉市教育相談ダイヤル２４   電話 0120-101-830（24 時間） 

・２４時間子どもＳＯＳダイヤル  電話 0120-0-78310（24 時間） 

・千葉市児童相談所         

 東部児童相談所（中央・若葉・緑区）   電話 043-277-8820（24 時間） 

西部児童相談所（花見川・稲毛・美浜区） 電話 043-277-8821（24 時間） 

 

＜千葉市全般に関して＞ 

・千葉市役所コールセンター  電話 043-245-4894 

 ※平日 8：30～18：00 

土・祝・休日（日曜日を除く）・年末年始 8：30～17：00 

・千葉市役所代表電話     電話 043-245-5111 

 ※内容に応じて適切な部署へ電話を取り次ぎます。 

※開庁時間 8：30～17：30 以外は守衛室につながります。 

 

 


